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l おわりに～つなぐ力 ～

組織経営においては、リー ダーがビ
、
ジョンを

示すこととともに、その組織をうまく”回して（機
能させて）いくτとも重要です。それは、自分一

人の力だけではなく、様々な役割や専門性を
持った”仲間の力”を結集させなければならない
もの。そして上司と部下、課と課、行政と民間企
業、マスコミなど様々な主体をつなぐ力が重要
だと痛感します。そんな力が本省業務に加え、県
庁や市役所などでの経験の中で鍛えられるので
はないかと思います。そして、自分の行う業務
が、佐渡、飯舘、宮城などでとれまで出会った数
多くの「00さん」、そして国民の皆様の生活に
「つながっている」ことを思いながらこれからも
頑張りたいと思っています。

皆さんをお待ちしております。

自治体での勤務」です。私はこれまで様々な「最
前線」で経験を積んできました。

「新潟県佐渡市」。新潟港からカーフェリーで
2時間半の全国有数の大規模離島で、初めての

管理職を3年間勤めました。トキ放鳥や佐渡金
山の世界遺産登録に向けた取組とともに、離島
での暮らしの生命線である「航路」 ・「空路」など
地域公共交通や、合併により10市町村から、「－

島一市」となった新しい自治体での経験は貴重
なものでした。なにより、島民との距離が近く、
様々な交流を通じたおつきあいは「一生の宝
物」となっています。

「福島県飯舘村」。東日本大震災での原発事故
により飯舘村は全村避難に指定されました。私
は、政府現地対策室の一員として、村に緊急派遣
されました。避難日までの限られた時間の中、村
長や村職員とともに、全村避難後の防犯システ
ムづくりを行いました。

そして、 「宮城県」。東日本大震災からの復旧 ・

復興が本格化する中での着任。「創造的復興」に
向けた予算運営や、全国からの応援職員の確保
などに奔走しました。特に、私の実家が、神戸の
地場産業の1つで、あるケミカルシユ ース

、
製造業

を営み 、阪神 ・淡路大震災で被災したこともあ
り、被災地の地場産業（水産加工業や酒造業な
ど）の復興に向けた支援にも注力しました。

l 税制改正～税は政治～

「決まった。」29年度税制改正大綱が決定され
た日の率直な思いです。

税制は、国民の行政サ ー ビスへの負担のあり
方を定めるものであるとともに、地方公共団体
にとって重要な歳入で、ある地方税のあり方を定
めるものであり、国民 ・住民の生活や仕事に大き
な影響を与えます。そのため、政府税制調査会、
国会審議等で様々な議論がなされ、特に年末の
税制改正プロセスにおいて集中的に検討され
ます。

私は、地方消費税の都道府県毎の収入額を定
める基準のあり方を担当しています。地方消費
税は、地方の社会保障を支える重要な財源で
す。現実の消費 ・経済活動と税の帰属を結びつ
けていく制度の改正でした。議論の最終盤、日々
刻々と状況が変わり、瞬発力が求められる緊張
感ある毎日に担当スタッフと互いに鼓舞しあい
ながら対応しました。「税は政治」と言われるよう
に、政治（政策決定）プロセスを学ぶ貴重な機会
となりました。

l 地方赴任～最前線での経験～

総務省のキャリアパスの大きな要素が「地方
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尾崎祐子

新たな施策が生まれた際には、女性若手課長と
して自分自身の存在意義も感じたものです。ま
た、女性として、やり』こくさを感じたことがないわ
けではなかったので、先の会議で、その経験が
活きたのは言うまでもありません。

l おわりに

私は、先の会議に出席して、総務省が日本で
果たしている役割の重要性を改めて認識しまし
た。霞ヶ関において日本の内政を「横糸」の視点、
で捉えながら、地方自治体でプレイヤーとして現
場感覚が養われます。この成果を、総務省が所
管する制度等を通じて国民にフィ ー ド／れノクす
ることは本務であり醍醐味ですが、それらに加え
て、自分自身も着実に成長しているととが感じら
れるととでしょう！このような仕事を一緒にやっ
てみませんか！

「Womenomics, the Workplace, and Women」にて

総務省は、自治制度 ・税財政制度などの制度
設計を行う制度官庁です。

私も、現在在籍している自治財政局で、地方財
政制度を担当しており、幼児教育無償化や待機
児童の解消等の施策に、地方財政措置という観
点、から携わりました。実は、日本においては、教
育や保育 ・社会保障などの住民に密着したサ ー

ビスのほとんどは、地方自治体の手により 国民
に提供されています。したがって、それらのサ ー

ビスを提供する裏付けとなる地方税財政制度を
担当した経験によって、日本における教育施策
や子育て施策などに関する全般的 ・横断的な視
点、を持っていたことが、先の会議での幅広な議
論の際にも活きました。

l地方開での仕事ー

プレイヤーとして現場感覚を養う

総務省のキャリアパスの特長は、地方自治の
現場である自治体で、管理職を経験するととで
す。私も30歳前後で、山梨県庁で5年問、課長職
を務めました。

産業支援課長として、地域の企業に飛び込ん
で60歳代 ・70歳代の社長さん方と地場産業振興
策のあり方を議論したり、財政課長として、県議
会議員の方々と県の予算と施策を議論したりし
ました。その多くは、年上かつ男性で、あったわけ
ですが、自分とは異なる立場や価値観の方々と
の議論は面白いと思いましたし、その議論から

昨年、スタンプオ ード大学で開催された会議
"Womenomics, the Workplace, and Women” 

でパネリストとしてお話しをする機会がありまし
た。日本でもアメリ力でも、組織を率いる女性
I) ー ダ （女性管理職）は、まだまだ少ないのが
現状です。双方の国の現状や課題を報告しあい
ながら、その解決策を探るのが、この会議の趣旨
でした。

両国からのパネリス卜は、 経済学者、労働経
済学者 、起業家、投資家、 国 際 機 関 のCEO、
Facebookなと、

の大企業の役員、そして政府職員
など、役職もバックク

、
ラウンドも異なる面々が揃

い、議論も白熱したものとなりました。両国の女
性リー ダーを増やすために、税制や予算措置、
法規制など幅広く議論になりましたし、そもそも
政府主導でなく企業主導で実施すべきでない
か、果ては、両国の社会的背景や企業の組織実
態などにも話は及びました。こうした議論に際し
て、私のバックボーンになったのは総務省入省
以来、経験してきたことでした。

l 制度官庁とM総務省
一横断的な視点

霞ヶ関の省庁には、個別分野の政策を推進す
る「事業官庁」と、国 ・地方全体としての制度設計
を行う「制度官庁」があります。例えるならば、前
者が「縦糸」、後者は「横糸」で両者が協力しなが
ら政策が推進されていきます。
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